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　本稿では，２０１０年秋に可決され２０１１年４月から施行された京都市「廃棄物の減量及び適正処理等に関す
る条例」改正（以下，「空き缶持ち去り禁止条例」または「禁止条例」）について，（上）において条例改
正可決に至るまでの市内部でのやりとりを検討した。（下）では，筆者らが実施した「河川敷で野宿生活を
送りながら空き缶回収を行い，条例改正による直接の影響を受けることになる当事者への聞き取り調査」
の結果から，当事者がどのような状況や関係性の中で空き缶回収を行っているか，そして「禁止条例」を
どのように受け止めているか紹介し，考察を加える。筆者らが話を聞かせてもらった空き缶回収野宿者は，
近隣住民との関係を重視しながら回収にあたり，市の一方向的な姿勢に対して反発を覚えている。さらに，
当事者が反発を覚えた「市の一方向的な姿勢」が，市当局と市会議員とのやりとりにおいてどのように看
取できるか，再度議事録の言説分析を行い，明らかにした。最後に，本稿では，今回の「禁止条例」のよ
うな，個人の生活ならびに人権に多大な影響を与える施策実施に際しては，影響を受ける当事者への丁寧
な事情聴取や相談，そして理解が重要であり，そのための努力と労力をはらうことは，実は行政施策とし
ても重要であり可能であることを提起している。
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４　聞き取り調査の実施と結果，考察

（１）聞き取り調査の概要
　持ち去り禁止条例が施行された場合，「野宿をし
ながらアルミ缶回収で生計を立てている当事者はど
のような影響を被るのか？」，また，「当事者本人達
は，持ち去り禁止条例をどのように受け止めている
のか？」，そもそも「どのような事情や経緯があっ
て野宿やアルミ缶回収を始めるように至ったの
か？」等を把握，理解すべく，主に河川敷で小屋住
まいをしながらアルミ缶回収をしている当事者達１２
人に聞き取り調査を行った４１）。調査は２０１０年１１月
２２日から１２月１５日にかけて実施した。調査方法とし
ては半構成的質問紙を用いた個別面接調査を，また
回答形式としては自由回答を採用した。聞き取り調
査は筆者ら６名が２人１組もしくは３人１組になり，
鴨川，高野川，西高瀬川に点在するテント小屋を個
別に訪問し４２），調査目的を説明した後，了承を得
た上で聞き取りを行い，１０人から話を聴くことがで
きた。また，聞き取り場所は河川敷ではないが，テ
ント小屋での野宿生活を続けている２名からも話を
聴くことができた。予め用意した質問項目に沿って
調査員１名が質問をなげかけ，臨機応変にやりとり
を展開しながら，他の１名もしくは２名が手元の
「聞き取り調査票」に記録した。被験者１人当たり
の平均聞き取り時間は約３５分である。聞き取り調査
の結果を表１～５に示す。
　１２人の調査対象者のプロフィールとしては（表１
参照），男性が１１名，女性が１名（誰が女性かを記す
とその人物が特定される可能性があるので，本稿で
はあえて記さない），聞き取り当時の年齢としては
推定も含むが，４０歳代が１名，５０歳代が５名，６０歳
代が５名，７０歳代が１名だった。野宿歴としては，
短くて３年，最長で２５年に渡る人もいる。空き缶回
収は，最長で１０年であり，長期にわたる野宿生活者
の話からも，空き缶回収が野宿者にとっての生活の
糧になったのはこの１０年以内の出来事であったこと

が把握し得る。
　表２は「２０１０年１０月１４，１５日の市による聞き取り
調査を受けたか否か」の回答を示しているが，市に
よる聞き取り調査を受けたのは，１２名中１名しかい
なかった４３）。また，京都市の福祉支援策を受けた
ことがある人は，１２名中７名である４４）。利用する
支援の内容としては，食料支援が多く，次に医療支
援，そして１名が中央保護所の利用を挙げている。
　表３は野宿に至る経緯と野宿に至る前の就労経験
を示している。聞きそびれたが故に無回答（N/A）
となっている２名，野宿に至る経緯を詳細に聞けな
かった人が３名いるが（Aさん，Gさん，Lさん），
他の７名の記述からは，何らかの事情があって野宿
に至るということ，野宿という居住形態が実はその
人自身が自分の力で生き延びるための場所の確保で
あり，工夫であることがうかがえる４５）。
　次節では，「空き缶回収の実状と禁止条例を当事
者はどのように受け止めているか？」「空き缶回収
をするに際して近隣住民とどのような関係にある
か？」について考察を深める。

（２）聞き取り調査から見る空き缶回収の実情と禁
止条例に対する考え方

　今回話を聴いた１２人は，全員空き缶回収を生活の
糧としていた（以下，表４参照）。「アルミ缶回収い
っぽんで生計を立てている」と語るAさんを初め，
１２名中８名がアルミ缶回収を唯一の収入源としてい
る。アルミ缶回収以外の収入源があるのは，「最近
紹介されたバイト」をしているCさん，「自分は電
気関係の仕事もしているから収入の中でアルミの割
合は少ない」と語るEさん，「時々，中央市場の仕事
を手伝ったり，仕出し屋を手伝ったりしている」と
いうJさん，「ガードマン，解体作業をしている。近
くのごみ処理工場から定期的に仕事」をもらってい
るLさんがいる４６）。
　アルミ缶回収を唯一の収入源としている８名の内，
「条例で禁止されても回収を続ける」と話すのはB
さんとIさんの２名。「回収をやめて生活保護を申
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請する」と答えたのが４名（Dさん，Gさん，Hさ
ん，Kさん），「続けられそうだったら続ける」とい
う回答がFさん，そして「禁止条例が出ても，登録
制にしてもらって回収を続けられたら」と語ったの
がAさんだ。アルミ缶回収以外にも収入がある４名
に関しては，禁止条例が施行されても「絶対に回収
をやめない」と語ったのがEさん，「生活保護を申
請する」と回答したのがJさん，どうするかについ
ては語らず，条例による回収の禁止は「弱いものい
じめ」と評したのがLさんで，「禁止されても空き缶
は取ったらいいと思う」と語ったのがCさんである。
　２４年間にわたって野宿生活（内８年くらいは野宿
しながら会社勤め）を送ってきたCさんは，「空き
缶は取ったらいいと思う」と語った後，「そこから，
市や住民との話し合いが始まる」と続ける。口数が
少なく，あまり多くを語ってくれなかったCさんだ
が，さらに続けて「京都市にはゴミの仕分けなどの
仕事を出してほしい。今は使っている京都市の支援
とかはない。自立支援センターは使ったことがない。
自分で食っていけるから必要がなかった」と語って
いる。「誰にも頼らず，自分の力で食ってきた」と
いう強い自負と誇りがCさんの語りから感じられた。
つまり，Cさんの「（アルミ缶は）取ったらいいと思
う。そこから，市や住民との話し合いが始まる」と
いう発言の背景には，アルミ缶を回収している理由
や背景，あるいはこれまで誰にも頼らずに自力で生
活してきた姿や苦労を，市民にも市関係者にも理解
してもらいたい，という願いが存在していると推測
される。しかし，そのCさんも「これからは缶回収
が禁止になるし違ってくるかもしれない」と，アル
ミ缶回収ができなくなり収入が減ることへの不安を
隠せないでいる。以下，他の人々についても，その
「語り」から，禁止条例をどのように受け止めたか
について見ていこう。

（３）禁止条例の受け止め方
　「自分は電気関係の仕事もしているから収入の中
でアルミの割合は少ない」と語るEさんは「禁止条

例が出ても，絶対に回収はやめない」と語った。
「収入の中でアルミの割合は少ない」はずなのに，E
さんはなぜそのように語るのか？Eさんは，一方的
に禁止を決めてきた京都市の姿勢に憤っている。

（引用者註：京都市との）交渉にも何回も行ったけ

ど，頭から相手にされていない。向こうからこっち

に話を聞きに来たことも１度もないし。（中略）と

にかく，今までは黙認していたのに，話もちゃんと

聞かずにいきなり取ったらだめだというのはおかし

い。

　Eさんは，上賀茂周辺で，アパートの管理人と契
約をしてアルミ缶をもらっている。そして，「確か
に，夜中の騒音とかは問題だと思う。うるさいやつ
も中にはいる。自分は夏の夜は回らないようにして
いる。どの家も窓を開けて寝ていて，うるさくなる
と思うから」と，近隣住民への細やかな配慮も実践
している。そうした配慮や工夫，努力を知ろうとも
せず，「近隣からの苦情」を根拠にして禁止条例を
制定する市に対して憤慨しているのだ。
　同じように「今まで反対活動にも参加してきたけ
ど，京都市は，はなから話を聞いてくれていない感
じがするね。直接市の人が話を聞きにきたことは１
度もないし。支援している人達は色んな人が来てく
れたけど」と語るのはDさんだ。Dさんは，「アル
ミ缶回収を禁止されてしまったら，住民の人達と揉
めるのも嫌だし自分は集めるのをやめようと思って
いる。自分は集積所から持って行っているので，４
月になったらいろいろと言われてしまうと思うか
ら」とアルミ缶回収を断念し，年齢（６６歳）のこと
をも考え，生活保護を申請しようと考えている。な
ぜ，それまで生活保護に申請しようとしなかったの
か？それは，Eさん曰く「働けるうちは，誰かに頼
らず生きていきたいと思ったから，こういう生活を
続けてきた。今はもう年だし，働くよりはゆっくり
したい気持ちが強いけど，ずっと働きたい気持ちは
持っていた」からだ。EさんとDさんに共通してい
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るのは，「自分の力で生きてきた」ことへの自負，そ
して他者（近隣住民）に配慮しながら回収してきた
ということを理解しようとせず，「近隣の迷惑」を
理由に，アルミ缶回収を禁止する市の一方向的な姿
勢への憤りである。
　こうした市の姿勢を「弱いものいじめだ」と論難
するのは，Iさんだ。そしてアルミ缶回収を唯一の
収入源とするIさんは，「禁止条例が出てもアルミ缶
をとらないと生きていけないから回収し続ける」と
語る。もっとも，１０月の訪問では「今までは生活保
護などを考えていなかったが今回の条例が可決され
ると生活できなくなるので生活保護を考えている」，
しかし１１月の訪問では「犯罪者になっても続ける」
と語り，心が揺れている状況もうかがえる４７）。こ
のように，Iさんが「禁止条例が出てもアルミ缶を
回収し続ける」という発言には，そうした発言に至
る経緯や心情が背景としてある。しかし，Iさんが
もし京都市の聞き取り調査の対象になっていたら，
Iさんの「禁止条例が出てもアルミ缶をとらないと
生きていけないから回収し続ける」という発言は，
「京都市聞き取り調査結果」の中では問４「③路上
生活のままアルミ缶回収を続ける」に該当し，やや
もすると「何もかも拒否して今のままで良いとする
野宿者」としてカテゴライズされてしまいかねない。

（４）空き缶回収者と近隣住民との関係
　同じように「条例で禁止されても空き缶回収は続
けます」と語るのは，やはりアルミ缶回収を唯一の
収入源とするBさんだ。実は第４章で言及した「何
もかも拒否して今のままで良いとする野宿者」とし
てカテゴライズされてしまった“「京都市の聞き取
り調査」結果通し番号４６番”の人は，筆者らの聞き
取り調査におけるBさんである（このことは，Bさ
ん本人からの自己申告によって判明した）。Bさん
曰く，「健康だったときは１日に１００キロくらい，月
に１０万円稼いでいた」という。しかし，今は足腰が
痛くて収入は三分の一に減った。Bさんは「条件の
良い仕事があるなら，仕事に就く。掃除は今までも

やったことがあるし土方でも何でもする」と語るが，
「事務の仕事は過去に苦い経験があるから嫌」と述
べる。Bさんは，以前は会社勤めをして事務の仕事
に従事していたが，神経痛で働けなくなり休職し，
会社に何年か待ってもらったが結局退職した。マン
ション生活の頃から空き缶回収を開始し，そのうち
家賃が払えなくなり野宿を開始したという経歴を有
している（表３参照）。過去の「苦い経験」は，この
会社勤め時代のことを指していると推測される。い
ずれにしても，Bさんは，自分の体が動く限りなん
とか仕事をしたいと考えている４８）。Bさんが市の
調査において「路上生活のままアルミ缶回収を続け
る」と回答した背景には，このようなBさんのライ
フヒストリーや心情がある。Bさんは，京都市くら
し環境委員会での市当局と市会議員とのやりとりに
おいては，通し番号４６番として「何もかも拒否して
今のままで良いとする野宿者」にカテゴライズされ
てしまっていた。しかし，自力で働いて収入を得て，
自らの力で暮らしている野宿者に対し，そうした事
情を把握，理解することなしに「野宿生活に固執し
ている」あるいは「自立していない生活」と言い切
ることが適切かどうか，改めて，疑問に思う。
　なお，Bさんの「禁止されてもアルミ缶回収を続
ける」という意志は，「自分で働けるうちは働きた
いという気持ち」と，もう１つ，近隣住民との強い
関係に支えられている。

ゴミ集積所から取るのではなく，家の前にスーパー

の袋とかに入れて出しておいてくれる家はかなりあ

る。そういう家は，月に一回，第何週の何曜日とか

が決まっていたり，いついつに取りきてと直接言わ

れたりしている。商店とか，商売人が多い。

　同じように近隣住民との強い関係を有しているの
がAさんだ。Aさんも近隣住民との関係を以下のよ
うに語る。

アルミ缶を回収するのは，集積所じゃなくて，各
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家々がもう家の前に袋にいれて置いておいてくれる。

長いことやっているから向こうもこちらの顔をわか

るし，家の前に置いておいてくれるので，それをも

らっていく。こちらは，絶対に散らかしたりしない。

そんなことしたらもう二度ともらえなくなるから。

　Aさん，Bさんからすると，彼らの回収行為は，
市が設定した条例改正の理由（１）集積所の衛生悪
化，（２）市民の分別もしくはリサイクルへの協力
意識の低下，（３）（大型ごみの）市による適正処理
には，何ら抵触していない（回収したアルミ缶は寄
せ屋を通してリサイクル・ルートに乗る）。近隣住
民との関係を友好的に結びながら生き延びるために
やっている活動を，一方的に禁止させられることに
納得がいかないのは当然だろう。もっとも，市は
「有料指定袋からの空き缶の抜き取りを禁止する」
と説明しており，Aさん，Bさんのように，有料指
定袋ではない袋に入った空き缶を回収することは禁
止対象ではないと言明している４９）。Aさん，Bさん
がきっぱりと「アルミ缶回収を続ける」と言い切っ
た理由の１つに，「この禁止条例は，有料袋以外の
空き缶の回収を禁止するものではない」という認識
があったかどうかは定かではない。しかし，いずれ
にしても，近隣と友好的に関係を結び，集積所をき
ちんと片付けながら空き缶を回収するAさん，Bさ
んからしてみれば，「行政からとやかく言われる筋
合いは無い」と考え，信頼関係がない京都市の聞き
取り調査員に対してBさんが「野宿生活のままアル
ミ缶回収を続ける」と回答したとしてもそれはそれ
で筋が通っているのではないか？AさんやBさんの
回収行為を「問題行為」として見なし，十把一絡げ
に「何もかも拒否して今のままで良いとする野宿
者」とカテゴライズしてしまう前に，どうしてその
ような回答がなされたのかを理解しようとする姿勢
が，京都市担当責任者には必要だったのではないだ
ろうか。

（５）近隣住民との関係性から見る禁止条例の受け
止め方

　AさんやBさんとは異なり，Hさんは「条例がで
きて生保（引用者註：生活保護）をとることにした
のは，袋が変わったときも住民ともめたけど，住民
ともめるのがいやだから。なんか言われても『すい
ません』って言って謝るけど，そうしないと続けら
れんから。条例できてから，住民から勘違いで『あ
かんやろ』といってくる人もおるけど，『施行は四
月からですよ』っていうと『そうなんか』と言って
る」と語っている。本来，「おとがめなし」のAさん，
Bさんにも今後，市民，関係者からプレッシャーが
かかる可能性は高い。実はこのことは京都市くらし
環境委員会のやりとりの中でも民主党A議員から次
のような指摘がなされている。

（民主党A議員）やはりこのアルミ缶の条例を巡っ

て，資源ごみのあの指定の袋の中からアルミ缶を抜

き取るという行為が，社会のルールから逸脱してい

るということで市民は今認識をしました。そして，

それを実際に行っている路上生活者の皆さんに，社

会のルールから脱しているという所から，例えば差

別であったりとか偏見であったりとか，そういった

ことが更に助長されるという危機の所に面している

と思うんです。（２０１０年１０月２１日京都市会第１２回く

らし環境委員会議事録６６頁）

　「家の前に出してあって，明らかに持っていって
いいものは，持ってきます」と語るFさんが「条例
が実際に施行されるようになってみないと続けられ
るかどうかわからない。続けられそうなら続ける」
と思案していることも，条例の施行によって，人々
の反応や姿勢がどう変わるのかを推し量ってのこと
だろう。「条例で禁止されても回収を続ける」ある
いは「生活保護をとる」という決断の間で揺れ動い
ているIさんにしても，先に紹介したように，「アル
ミ缶は，集積所だけではなく，家の前の置いておい
てくれるのを持っていく。長いことやっているので，
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顔なじみになっている」という関係を近隣住民と有
している。さらに「（引用者註：集積所からアルミ
缶を）もらうとき，散らからないようにするし，散
らかったら掃除もする」という配慮も実践している。
しかし，それでもなお「やはり集積所からアルミ缶
をもらっていく方が多い」というIさんにとって，
禁止条例の施行は，市民，関係者からの「持ち去り
禁止」プレッシャーを強めることになり，今後，生
活の糧を得られなくなるのではないかという不安感
を増大せしめていると理解し得る５０）。
　「京都市は，はなから話を聞いてくれていない感
じがする」と，市の姿勢に憤りつつ，「アルミ缶回収
を禁止されてしまったら，住民の人達と揉めるのも
嫌だし自分は集めるのをやめようと思っている」と
語るDさんも，禁止条例そのものの存在よりも，そ
れを契機とした近隣との関係の変化によるプレッシ
ャーを考慮して生活保護への移行を口にしている。
　Jさんは，「アルミ缶回収は集積所だけでなく，近
所の人からもらったり，家の前に置いてくれたりし
ているものを集めている」が，しかし，「生計を立て
るには，集積所のアルミ缶をもらうのがメイン」だ。
「近所の人はくれたりくれなかったり」という状況
の中で，それが禁止条例施行後，さらに回収が困難
になることが予想される。「とにかく困る。どうに
かしてほしい」と言うJさんの発言には，収入が断
たれることへの恐怖が示されている。
　なお，「年金があるから年金で生活するかもしれ
ません。でも別に住んでいる家族の生活もあるし年
金だけでは足りないかもしれない」と語るGさんか
らは，近隣住民との関係についての話をうかがうこ
とができなかった。また，「条例で禁止されたらも
う回収できない。最近，河川敷を回って来た支援グ
ループの人に生活保護を勧められたので，申請しよ
うと思っている」と語るKさんからも，近隣住民と
の関係については話をうかがうことができなかった。

（６）なぜ生活保護を取らないのか？
　最後に，筆者らが聞き取り調査をした中で，最も

近隣住民と強いつながりを有していたLさんについ
て述べたい。Lさんは愛想の良い人で，河川敷まで
犬の散歩に来る人たちや近隣の人と仲が良い。Lさ
んを慕って，Lさんの住む小屋まで散歩のついでに
直接アルミ缶を持って来てくれたり，食べ物を持っ
て来てくれたりするという交流がある。筆者らが訪
問した際も，散歩途中の人々が数人，Lさんを囲ん
で談笑中だった。近所に住む住民の話によると，夜
中に男性７人くらいに追われていた女の子を一人で
棒を持って立ち向かい助けてあげたことがあるらし
い。そのことがきっかけで，近隣の人たちはLさん
のことを信頼していた。筆者らがLさんを訪問した
のは２０１０年１２月１５日だ。そして，２０１１年２月，中村
尚司先生，竹田純子氏をはじめとする龍谷大学ボラ
ンティア・NPO活動センターならびにNPO法人
JIPPOのメンバー，学生の皆さんがLさんの住む小
屋を再訪した際，Lさんの姿はなく，近所の人から
Lさんが亡くなったことを知らされたという。近所
の人の話によると，２０１１年１月末に土手で足を滑ら
せ下に落ち，頭を打撲し，２日後に亡くなったとの
ことだ。落ちたところには，花束，缶コーヒーなど
がたくさん供えられていた。また，小屋のところに
は，亡くなったことを知らない人たちが置いていっ
たらしく，空き缶の袋がたくさん置かれていた。こ
ういったことからも，Lさんが近隣の人々から好意
的に受け止められていたことがわかる５１）。筆者ら
がLさんを訪問した際，前述したように犬を散歩中
のたくさんの人々がLさんを囲んで談笑し，Lさん
自身も会話を楽しみながら，アルミ缶をつぶして整
理する手を止めなかった。それゆえ，筆者らがLさ
んからうかがえた話はそれほど多くない。禁止条例
に対してLさんは「弱いものいじめ」と語ったが，
それ以上のことを聴くことができなかった。それで
もLさんに，今後の希望をうかがうと「本当は生活
保護を申請したい」と回答されていた。しかし，福
祉事務所がLさんの実姉に連絡を取ると，実姉が
「自分が面倒を見る」と応え，実姉に迷惑をかけた
くないLさんとしては，結局，生活保護を受給でき
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ない状態が続いているという。「なぜ野宿生活を継
続するのか？なぜ生活保護を受給しないのか？」と
いう「問い」については，稿を改めて筆者らの聞き
取り調査の結果を踏まえて考察したいと思っている
が，本稿では，Lさんのように，生活保護を受給し
ようとしても，受給に至らない場合もあるというこ
とを指摘しておきたい。生活保護の可否決定の審査
の際には，家族に対して扶養照会（当人を養えるか
どうかの確認）が行われるが，家族との関係が良好
ではなく，家族に居場所や生活保護を受給すること
を知られたくないという人，あるいは家族には迷惑
をかけたくないという人もいる。「生活保護を受給
できるのなら，その方がいいのではないだろうか？
あるいは家族が面倒を見ると言っているのであれば，
見てもらえば良いではないか？」と一般には思われ
るかもしれない。しかし，人にはそれぞれの思いや
事情，都合があり，制度があるからといって，即，
その制度を活用するという訳にはいかない場合もあ
るということを心に留めておきたい５２）。

（７）社会的存在としての野宿者ならびに空き缶回
収者

　さて，「近隣との関係」でいうと，アルミ缶の回収
先となる近隣住民だけでなく，アルミ缶を売ってお
金に換えるための交渉を行う寄せ屋との関係も重要
だ。表５にあるように，ほぼ全員が回収した空き缶
を「寄せ屋」とよばれる廃品回収業に売っており，
様々な社会的関係を取り結んでいることが分かる。
　また社会的な関係というと，筆者らが聞き取りを
した何人かからは，他のアルミ缶回収者，特に「悪
質な業者」に関する話を聞いた。

（Aさん）車で来た業者が，いい品物以外はみんなポ

イしていくから，散らかったのをこちらが片付ける

ために，別の袋も持って行ってる。向こうは，散ら

かしても車ですーっと行っちゃえるけど，こちらは，

自転車だし「おい，散らかしていくな！」って言わ

れたら，こっちのせいになっちゃう。だから，自分

が散らかしてなくても，きちんと片付ける。長いこ

とやっている人は，みなそうだ。

（Iさん）昨年頃から（引用者註：２００９年頃から），ト

ラックで集積所のアルミ缶をとっていく人が増えた。

水曜日回収の日に袋ごとドサっと持っていって，そ

の袋からアルミ缶だけ抜き取り，残ったものを木曜

日回収の集積所に放っておく。散らかし放題のとこ

ろもあった。こちらはアルミ缶を集積所からもらっ

ていくときも掃除はきちんとし，河川敷のテント生

活を送るに際しても，近隣の人に迷惑を掛けないよ

うに生活している。

　空き缶を袋ごと持ち去り，不必要なものは集積所
に置きっぱなし，散らかしっぱなしにする「悪質な
業者」については，上に記したようにアルミ缶回収
をしている当事者からも批判が出ている。また，G
さんは「木金は範囲が狭いから，ホームレス同士で
もめたりする。昔からやっている人と，新しく来た
人とで」と語り，昨今の経済不況の中で，アルミ缶
回収を生活の糧とする人が増えてきていることを示
している。ところで，この「新しく来た人」とはど
のような人なのか？「新しく来た人」の一端を，以
下のHさんの話からうかがい知ることができる。

空き缶拾ってるときに生保とか年金もらいながらや

っとる人もぎょうさんいるけどタバコ代もあがっと

るからな。そういう人のなかには，もともと野宿し

とった人もおるし，中国のひともいるわ。結局，日

本語しゃべれんと仕事できんからな。

　京都市会くらし環境委員会の審議の中でも，「近
所の商店主も商売が成り立たず空き缶収集で生活を
補っている」という指摘がなされている５３）。以上
のことを勘案すると，車両で各集積所からアルミ缶
を大量に持ち去る「悪質な業者」の中にも，じつは
野宿者に近い貧困者が存在する可能性も否定できな
いと，筆者ら自身，思い至るようになった。車両で
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各集積所からアルミ缶を持ち去る「業者」にも聞き
取りができたらと考えたが，筆者らの力量不足でま
だ実現できていない。今後の課題としたい５４）。
　さて，筆者らが調査を通して出会ったアルミ缶回
収野宿生活者は，それぞれに事情や経緯があって野
宿生活に至り，近隣住民との関係や寄せ屋との関係
を取り結びながら，自分の生活を支えている人々で
あった。もちろん，筆者らが知り得ていない事情や
情報も多々あると思う。野宿している人＝善人とい
う思考はとりたくない。しかし，少なくとも，京都
市会くらし環境委員会で一部議員から提示され市当
局も同調した「何もかも拒否して今のままで良いと
する野宿者像」というカテゴリーは，極めて抽象度
が高く，実態を示していない可能性が高いと指摘し
得る。次章では，再度，京都市会くらし環境委員会
での議論を振り返り，今回の条例改正に携わった京
都市担当責任者達が野宿者に対してどのような姿勢
を有しているか，そのやりとりを再吟味し，「野宿
者との向き合い方」についての考察を行う。

５　野宿者に対する向き合い方への再考察

（１）市会での答弁に見る京都市担当責任者の野宿
者への向き合い方

　２０１０年１０月２１日第１０回京都市会くらし環境委員会
では，民主党K議員から以下のような発言がなされ
ている。

（民主党K議員）例えば，いろんなサポートをして

おられる団体というのがありますけれども，そうし

た団体の方々が接点を持ってやってこられている所

では心を開く方々はいらっしゃると。しかし，行政

がストレートに行きますと初めから対応しないと，

こういうケースもあると思うんですね。（同委員会

議事録８５頁）

　なぜ野宿当事者は支援団体には信頼関係を築き，
心を開くのか？なぜ行政には「初めから対応」せず

反発する場合が多いのか？「支援団体は『野宿者の
味方』だから野宿者は最初から『心を開く』のだろ
う」という「答え」は安易だ。「夜まわり」ボランテ
ィア活動を１度でも経験した人であれば，支援を名
乗って野宿当事者の前に立っても，それだけでは当
事者から信用してもらえないことを痛感した覚えが
あるだろう５５）。逆に言えば，行政担当者の中にも，
反発を受けず，当事者からの「信頼」や「心を開い
た対応」が得られる人もいる５６）。「信頼」と「反発」，
その差はどこにあるのか？第４章第３節で見たEさ
んやDさんは，一方的にアルミ缶回収禁止を決めて
きた京都市の姿勢，つまり，彼らの近隣住民への細
やかな配慮や工夫を知ろうともしないで「近隣から
の苦情」を根拠に禁止条例を制定する市の一方向的
な姿勢を批判している。この市の「一方向的な姿
勢」は，市会の中で，野宿者への対応を問う議員か
らの質問に対する市担当者の答弁にも見られる。以
下，そのやりとりを再掲する（下線部は引用者）。

（自民党T議員）これから皆さんがこの路上生活か

ら抜け出してもらうための色々な今後はアドバイス

をしたり，それから生活保護を受けていただくなり，

また職業訓練を今後ともしていただいたりとか，こ

れからそういう方々に対しては色々アプローチされ

るわけですが，その中で，やはりどうしても路上生

活をしたい，どうしても空き缶で生活をしたいとい

う方に関しては，どのように皆さん説得をされてい

かれるつもりですか。（後略）（同委員会議事録５４

頁）

（保健福祉局生活福祉部長）（前略）私どもとしては，

行政と致しましては，そういった方を含めまして，

いろんな機会を捕らえまして居宅への移行というこ

とを，就労できる方はむろん就労を求めていくわけ

なんですけれども，就労できない方も居宅に移行し

ていただくというのも，それは経済的自立とは言え

ないにしろ，これまでの生活から致しますと一つの

自立という広い概念では捕らえることができますの

で，私どもとしては是非，特に訪問とかも含めて，
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ホームレスの方との接触がある場合に，できるだけ

強く説得と言うんですか，お勧めをして参りたいと

いう覚悟でございます。（同委員会議事録５５頁）

　以上のやりとりの後，さらに「それでも，なおか
つ，いや，生活保護を受けるのは嫌やと，路上で私
は生活したい，空き缶で生活をしたいとおっしゃる
方がおられた場合，それはどういう具合に皆さん手
を（原文ママ），これも推測になると思うんですけ
ども，そういう方がどうしても固執したい，どうし
ても固執されて，そういう方に対してはどのような
対応を採られようとされるんでしょうか」と問う自
民党T議員に対して，保健福祉局生活福祉部長は以
下のように答弁する（下線部は引用者による）５７）。

（保健福祉局生活福祉部長）最終的には飽くまでも，

おっしゃっていただいたように，御本人の意思とい

うものを尊重せざるを得ないということでございま

す。それも一つの基本的人権の一つを形成している

ものということでございますので，強制的な措置は

むろんできないという認識ではございますけれども，

私どもとしては，でき得る限り御説明を申し上げて，

制度の周知，福祉施策の周知も図りながら，飽くま

でも居宅への移行を御説明し続けるということしか，

現実問題としてはなかなか具体的な手立てとして見

出せないというのが現状ではございます。（同委員

会議事録５５頁）

　さらに，第２章でも掲載したが，「このままの生
活でよいと，アルミ缶回収を続けると。要はどの施
策を打っても，今の生活でいい，アルミ缶回収を続
けると。こういうような表現を私今しましたんです
けれども，その見方は間違っていますか」と繰り返
し問う自民党O議員に対して，循環型社会推進部長
からは「このままの生活でよい，アルミ缶回収を続
ける，１７名ということでございますが，（中略）施策
として今後どういった形でこの方たちに，福祉施策，
これをきめ細かくきっちり説明していく中で理解を

求めていきたいと考えております」と答えている
（同議事録５５頁。なお下線部は引用者による）５８）。
　以上のように，京都市担当責任者は，言葉遣いは
丁寧であり「本人の尊重し，強制的な措置はとらな
い」という姿勢は示しつつも，野宿者に対して自ら
の施策を「説明する」「ご理解頂く」という発言，そ
してアルミ缶回収の禁止や居宅への移行を「説得す
る」という発言に終始している。そこには，野宿生
活者の抱える事情や心情，すなわち「相手を丁寧に
理解する」という姿勢は見られない。相手の事情や
心情を理解することなく，一方向的に支援を提供し
ても，提供された方は，今までの自分，「今ここ」で
努力している自分を否定されるように感じてしまう
のではないだろうか？第４章第３節で見た「交渉に
も何回も行ったけど，頭から相手にされていない。
向こうからこっちに話を聞きにきたことも１度もな
いし」というEさんの発言，そして「今まで反対活
動にも参加してきたけど，京都市は，話を聞いてく
れていない感じがするね。直接市の人が話を聞きに
きたことは一度もないし。支援してくれる人達は色
んな人が来てくれたけど」というDさんの声がその
ことを物語っている。「野宿状態でいるよりも，畳
の上，屋根の下で生活し，温かな布団で寝るほうが
幸せだろう」と行政担当者は思うだろうし，実は支
援する側もそうした思いを抱く。しかし，そのこと
を一番望んでいるのは「自力でそうした状態を手に
入れたい」と考えている野宿当事者なのかもしれな
い。ここで重要なのは，野宿という生活形態とは，
「畳の上，屋根の下で生活」を一旦断たれざるを得
なかった人々自身の力による「生き延びるための工
夫」，すなわち「問題解決の１つ」であるという認識
である。野宿状態を単に「問題」だと見なし，「居宅
生活」への移行を強いるだけでは，当事者の反発を
受けることは，実は筆者ら自身これまで散々に経験
している。なお，「きょうと夜まわりの会」では，ま
ずは「当事者の話を聴くこと」を大原則にしている。
「夜まわり」の際，当事者に毛布，衣類や食料品を提
供する行為は，当事者に何回か話を聴かせてもらっ
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た後，当事者との信頼関係ができて，相手のニーズ
を確認してからはじめて行う支援活動である。相手
が野宿状態にあるからといって，相手がこちらから
差し伸べた手にすがってくると考えるのは不遜であ
り，間違った人間理解なのだ５９）。

（２）「環境行政は環境行政，福祉行政は福祉行政」
という言説

　さて，２０１０年１０月２１日京都市会第１２回くらし環境
委員会では，自民党T議員からとても重要な質問，
指摘がなされている。

（自民党T議員）そしてもう一つは，我々もこれか

ら各議員団で部屋でまた色々論議するんですが，や

はり一番問題になるのは差別，これをして差別事象

が出てくる可能性もあると。だから，要は，例えば

以前もありましたような，１０代の子が何人かでホー

ムレスの人に対して暴力を振るう。命まで奪う。そ

して世間がすごく差別をする目で差別発言をしたり

とか，そういう形で見ていく，こういうものもやっ

ぱり出てくる可能性があります。したがいまして，

我々もそれを慎重にこれから議論していきたいと思

いますが，行政の皆さんとしても，それについては

是非きちっと両者で検討をしていただきたいし，そ

ういうことが起こらないような，そういう仕組みづ

くりと言うか，そういうこともきちっと今後ともや

っていただきたいと，このように思います。（同委

員会議事録５８頁）

　この指摘に対して，保健福祉部長からは以下の答
弁がなされている（下線部は引用者による）。

（保健福祉局長）（前略）また，先生今御指摘ありま

した差別あるいは人権の尊重という点についての件

でございますけど，これは第２期のホームレス自立

支援の実施計画でも三本柱の一つとしまして，地域

社会における理解というものを挙げております。こ

ういった点もまだまだやっていかなければならない

という風に思っておりますし，私としましては，ホ

ームレスゼロを目指して全力で取り組むという決意

でございます。（同委員会議事録５８頁）

　保健福祉局長は「地域社会における理解」に言及
しているが，地域に対してどういう理解をどのよう
に市として求めていくのかについては具体的に示さ
れていない。野宿者に向き合う京都市の姿勢に関し
ては，以下のような興味深いやりとりが展開されて
いる。そこには，市当局が環境行政と福祉行政をあ
くまで別物として扱うことで，そのどちらからも野
宿者がとりこぼされていってしまう構造が看取され
る（下線部は引用者による）。

（自民党O議員）今回の空き缶のこの条例そのもの

をもってして，生存権の侵害，ホームレスの社会的

排除の助長，そういった視点もあるわけでございま

すけども，京都市のお考えとして，これが生存権の

侵害ないしは社会的な排除の助長という風に認識さ

れて出されているわけやないとは思うんでございま

すけども，改めて，こういった見解につきましての

見解を問いたいと思います。（同委員会議事録７７頁）

（環境政策局長）この条例改正を提案させていただ

いた趣旨は，やはり，今までから繰り返し申してお

りますように，循環型社会をきっちりとやっていく，

そして１４７万市民の方々がごみの分別，資源の出し

方についてきっちりとやっていただいていることに

つきまして，我々がやるべきことはやるということ

でございます。もちろん，一定寛容すべき所と言い

ますか，重箱の隅までつつくというようなことまで

は考えているわけではございませんけれども，やは

り行政ニーズをきっちりと果たしていくというのが

我々の使命でございますので，そういった立場から

御理解をいただきたいという風に思います。（同委

員会議事録７８頁）

　上に引用した自民党O議員の質問に対する回答
は，健康福祉局生活福祉部長からではなく，禁止条
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例提案担当部署の最高責任者である環境政策局長か
らなされた。自民党O議員から，禁止条例が「生存
権の侵害ないしは社会的な排除の助長」になるのか
否かを問う重要な質問が提起されたが，環境政策局
長は「循環型社会をきっちりとやっていく，そして
１４７万市民の方々がごみの分別，資源の出し方につ
いてきっちりとやっていただいていることにつきま
して，我々がやるべきことはやるということでござ
います」と，環境行政のみの立場からの答弁にとど
まっている。環境行政担当者は最後まで「環境行政
は環境行政，福祉は福祉」という姿勢を貫いたと言
える。しかし，こうした姿勢は，２０１０年９月１７日第
１０回くらし環境委員会で，民主党A議員から既に以
下のように批判されていた（下線部は引用者によ
る）。

（民主党A議員）先ほどからの質疑の中で，あえて

今回の廃棄物を適正に処理しようという問題と，そ

れから路上生活者の皆さんの人権の問題は別問題で

あるというのが繰り返されていますけれども，そう

すると，やっぱり内容も別問題として捕らえられる

ものに設定をするべきであって，結局，路上生活者

の皆さんがこれまで，環境政策局の方だとか保健福

祉局の地域福祉課の方だとか，何度も意見交換を重

ねられてもなお納得をしていただけない状況にある

というのは，私もちょっとその現場に行かせていた

だいたことがあるんですが，片や路上生活者の方は，

私たちの命が明日どうなるか分からないという話を

している一方で，資源のリサイクルは大事ですと言

われても，本当にその重みが全くどうしても違って

しまう。命と，それから適正処理というものが非常

にちぐはぐな議論が並行して続いていただけであっ

て，飽くまで適正処理と人権問題は別問題だと当事

者の方に納得していただくためには，別問題だけれ

ども，それぞれの施策がある，行政は自分たちの命

のこともしっかりと考えてくれているという信頼関

係がないと，この議論は絶対に進まないと思います。

（同委員会議事録６５頁）

　当事者ならびに支援者の側に「行政は自分たちの
命のこともしっかりと考えてくれているという信頼
関係」があれば，法曹関係者も参加した大きな反対
運動は起きなかったかもしれないし，EさんやDさ
ん，HさんやIさんに見られる怒りはもう少し穏や
かなものであったかもしれない。行政が「野宿者の
命のことをしっかりと考える」最初のステップとし
て，野宿者の事情や心情をまずは理解することの必
要性がここに示されている。

（３）京都市会による付帯決議
　禁止条例は結局，京都市会において自民党，民主
党，公明党の賛成多数で可決されたが，これまで議
論されてきた「野宿者の生存権」に配慮した付帯決
議が設けられた。全部で５項目あるうち，「野宿者
の生存権」配慮ならびに「ホームレスの自立支援」
に関する項目は以下の３点である。

３　ホームレス施策については，人権尊重も踏まえ，

市民周知をより一層徹底し，きめ細やかな相談

の実施など，自立支援センター等での就労自立

支援事業により，路上生活等から居宅生活への

移行支援を行うこと。

４　自立が直ちに困難なホームレスに対しては，各

種の情報提供，自立に向けた職業訓練事業の創

設や，ホームレスへの就職あっせんに係る企業

等への協力依頼，都市雑業の創出，「ホームレ

ス能力活用推進事業」の早期実施など，関係機

関とも十分連携し，「ホームレスからの脱却」

に向け，不退転の決意で新たな施策の実施と積

極的な取組をこれまで以上に推進すること。

５　ホームレスに対する支援施策の取組成果につい

て，聞き取り調査を含め定期的に状況調査を行

い，議会及び市民に報告すること。

　付帯決議に関しては，自民党，民主党，公明党か
らそれぞれ案が提起され，京都くらし環境委員会正
副委員長と各会派の代表によって最終的なとりまと
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めが行われた（共産党は，禁止条例そのものに反対
のため，空き缶持ち去り禁止条項そのものを削除す
る修正案を提起）。本章で考察してきた「野宿者の
心情や理解をまずは理解することの重要性」に関連
した項目としては，付帯決議の５項目目が支援施策
の取組成果について「聞き取り調査を含め定期的に
状況調査を行い，議会及び市民に報告する」ことを
提起しており，「まずは実状を理解すること」なら
びに「条例施行後の影響や，福祉ならびに就労支援
の効果を把握すること」の重要性を喚起している点
で注目するに値する。
　この「調査」の必要性を記した５項目目は，もと
もとは公明党が用意した付帯決議案６０）が基になっ
ている。この案に見られる「調査をはじめとした実
態把握」の必要性が出てきた背景としては，禁止条
例が議論され可決されるまでの２０１０年第８回から第
１２回までの京都市会くらし環境委員会議事録を読む
限り，第３章第１節でも紹介したように，与野党問
わず各会派の議員から「丁寧な調査の必要性」が提
起されたと共に，第１２回京都市くらし環境委員会に
おける公明党H議員の質問が基になっていると推
測される。
　同党H議員は，前節で見た「環境行政は環境行政
として進め，福祉行政は福祉行政で進める」，すな
わち「禁止条例は禁止条例として施行して，その影
響を受ける野宿者に対しては福祉施策で対応する」
という市当局の姿勢，特に「双方共（引用者註：禁
止条例も福祉・就労支援も）強力に推し進める」と
いう循環型社会推進部長からの答弁（第１２回くらし
環境委員会議事録６１頁）に対して，以下のように強
い疑問を投げかけている。

（公明党H議員）条例は，これ，条例の形として持去

り禁止となったら，すぐに持去り禁止になるわけで

すよね。ところが，先ほど御説明あるように，ホー

ムレスの対策は，これは対策そのものが難しいとい

うことも当然あってなかなか進まない。来年の４月

からそういう予算が付いて実行されたからといって，

急にアルミ缶を回収して生活されている方の生活が

がらっと変わるわけではないと思われます。そうい

う意味で，先ほどの双方共強力に推し進めるという

御答弁ですけれども，どう思われますか。（同委員

会議事録７０頁）

　これに対して循環型社会推進部長は「双方という
のは誤解を招いたかもしれませんけれど，私どもと
しては，正に環境施策としての実行，これをしっか
りやっていくということ。（中略）これは要するに
これまでから御説明されていますけれど，やはり市
民の方からもこういった声があるという部分に私ど
もは基づいて，こういった観点で今回条例を上げて
いるという状況でございます。ですから，この部分
をしっかりやっていくという部分と，あわせまして，
これをやるから逆にこうなるという反作用じゃなく
て，法の対策は対策としてきっちり自立支援に向け
てやっていく」（同議事録７１頁）と，その意味を完全
に理解することが困難な説明を展開しているが，い
ずれにしても「禁止条例は禁止条例として進め，福
祉対策は福祉対策として進めていく」という姿勢を
再び打ち出している。
　続けてK議員は，京都市長が第１２回くらし環境委
員会の前日，２０１０年１０月２０日に打ち出した「ホーム
レス能力活用推進事業」の実施に関し，健康福祉部
長に答弁を求め「いわゆる今年度の間にいろんな意
味で準備に相当の期間が掛かるという認識でいいん
ですかね。いわばそれを前倒しして行うとかという
考え方はあるかないか」と問い質し，健康福祉部長
は「誠に申し訳ないんですが，この事業について
色々検討した中で，できないかということで申し上
げているところでございまして，更に内容を検討し
ていく必要があろうかと思っております」と答えて
いる。この「ホームレス能力活用推進事業」は２０１１
年３月から「前倒し」して実施されるようになった
のだが，以上見てきたK議員によって展開された議
論は，「禁止条例と福祉対応ならびに就労支援を同
時に進めるといっても，福祉対応ならびに就労支援
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は後手に回らざるを得ない状況が生み出される可能
性が高い」ことをあぶり出したと言える。こうした
状況を踏まえ，「ホームレスに対する支援施策の取
組成果について，聞き取り調査を含め定期的に状況
調査を行い，議会及び市民に報告すること」という
内容が京都市会付帯決議５項目目に挿入されたと理
解し得る。

おわりに

　筆者らが今回，アルミ缶回収者への聞き取りを実
施し，当事者の声から学んだことと，京都市会や審
議会でのやりとりを再検証した結果を重ね合わせて
みて，今，改めて感じていることは，京都市には
「現場に出向いて野宿者を理解しようとする姿勢」
を具体的かつ強く打ち出して欲しい，ということに
つきる。京都市会でのやりとりでは，与野党問わず
全ての議員から「野宿者の実態を市当局はしっかり
と把握，理解しているのか？」という問いかけがな
されてきた。それは前号第３章で紹介した与野党議
員からの「市聞き取り調査」への批判に現れており，
かつ付帯決議の５項目目「ホームレスに対する支援
施策の取組成果について，聞き取り調査を含め定期
的に状況調査を行い，議会及び市民に報告するこ
と」にも現れている。一方，京都市当局も，与野党
問わず全ての会派の議員から野宿者対応に対する批
判や疑問を受けて，「生活保護，特に居宅保護への
移行支援」を強く打ち出すと共に，新しい試みとし
て「ホームレス能力活用推進事業の推進」に着手し
た６１）。また，従来から行ってきた「訪問相談事業」
は，「そこに野宿者が居る」，ということを前提にし
た支援事業であり，これは，強制的な野宿者排除に
京都市は着手していないということも示している。
また京都市は，野宿者支援団体との話し合いを継続
しており，いくつかの柔軟な提案も京都市は支援団
体に対して行っている６２）。以上の諸点については，
京都市当局が，京都市会ならびに禁止条例に反対す
る野宿者支援団体や法曹関係者とのやりとりを通じ

て達し得た人権擁護への見識の高さを示すものとし
て評価し得る。しかし，それでも，筆者らは，アル
ミ缶回収をしながら生活をしている野宿者への聞き
取り調査を踏まえて，京都市には「現場に出向いて
野宿者を理解しようとする姿勢」を具体的に打ち出
して欲しい，ということを強く提起したい。
　最後に１点だけ，条例施行後の「資源物の持去り
禁止等啓発パトロール」について述べておく。２０１１
年４月１日の禁止条例施行に伴い，地域のごみ集積
所には持ち去り禁止のシールが貼られ，市内の指定
された地域では，毎週水～金曜日に，京都市の委託
を受けた警備会社による啓発パトロールが早朝に行
われるようになった６３）。持ち去り行為者に対して
条例の概要，持ち去りを禁止する理由及び京都市の
福祉施策を記載したチラシを手渡し，周知・啓発を
行う。このパトロールの実態に関しては，それを担
う警備会社から京都市に対して報告書が毎月提出さ
れている。筆者らが情報公開請求を行い，このパト
ロール報告書を入手したところ，例えば２０１１年８月
（アルミ缶が一番多く集積所に出される月）には，
パトロールスタッフが注意勧告した事例として５０件
が報告されている。５０件の内，軽トラックでのアル
ミ缶回収行為は２件，軽自動車によるアルミ缶回収
は１件，自転車によるアルミ缶回収は４０件，徒歩に
よるアルミ缶回収は４件（内１件は荷車），不明３
と記載されている。京都市会の付帯決議の２項目目
には「トラック等を用いての大規模な持去り行為及
びそれに端を発した不法投棄等，悪質な行為に対し
ては徹底した態度で臨むこと」とある。しかし，パ
トロールの実態としては，「トラック等を用いての
大規模な持去り」よりも，自転車もしくは徒歩によ
る細々とした回収者の摘発にその効果を発揮してい
る傾向がうかがえる６４）。筆者らが夢見るのは，こ
のパトロールの機会を，監視や叱責，啓発ではなく
「当事者の事情を丁寧に聴き，そこから一緒に必要
な支援のあり方や生活の仕方を考えていく出会いの
場」にすることはできないか？ということである。
筆者らが今回出会った野宿生活の当事者の中には，
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まったくと言っていい程，人目につかない橋の下に
小屋を建てられている人も何人かいた。そういう人
たちに京都市の職員は話を聴きには出向けておらず，
そもそもそこに野宿者がいるということも把握して
いないかもしれない。一方で，野宿している当事者，
特に河川敷で小屋生活をしている野宿者達は京都市
による支援の場には出向いていかない。直接顔を合
わせてやりとりをする機会がないまま条例が施行さ
れてしまった。
　どうせ人手とコストをかけるのなら，「警備会社
のパトロール」だけではなく，京都市が展開してい
る「ホームレス訪問相談事業」６５）と併せて実施す
ることはできないだろうか？筆者らの聞き取り調査
で出会ったC氏の「（アルミ缶は）取ったらいいと
思う。そこから，市や住民との話し合いが始まる」
という発言は「衝突が衝突のまま終わるのではなく
新たな出会いと相互理解の場となり得る」という可
能性を示唆しており，それが実現する機会として
「監視や叱責，啓発のパトロール」が「相談と理解の
ための巡回相談」へと転換，発展することを期待し
たい。

補記
　本稿脱稿後の２０１３年１月１７日に，京都市中京区にお
いて，ごみとして出された空き缶を持ち去らないよう
指導した京都市職員を殴ったとして，公務執行妨害の
疑いで７７歳の男性が現行犯逮捕された。中京警察署や
市の説明では，市職員は近隣住民の通報を受けてパト
ロールをしていたという（京都新聞２０１３年１月１８日付
朝刊）。この男性は，生活保護を受給しており，病気
のためオムツを使用していた。先払いが必要な自身の
オムツ代を捻出するために空き缶を回収してリサイク
ル業者に転売し，現金を得ていた。市や同男性弁護団
によると，市職員から口頭で注意を受けた男性が「捨
てられた物を集めて何が悪い」と抗議した後，職員が
自転車のかごから空き缶の入った袋を運び出すと，男
性が職員ともみ合いになったという。同年２月７日，
京都簡易裁判所は男性に罰金１５万円の略式命令を出し
た（京都新聞同年２月８日付朝刊）。しかし，同男性
弁護団は，「職員が男性側から取り上げた袋は市指定
ごみ袋ではないため，条例の規制対象外であり，職員
が袋を取り上げた行為は市の内規で禁止される『実力
行使』に当たる」と主張し，同男性が公務執行妨害容
疑で逮捕されながら，京都区検察庁が同罪の適用を見
送ったことについて，「公務の正当性が認められなか
ったということ」と指摘している（以上，京都新聞同
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表１　調査対象者のプロフィール

空き缶回収歴野宿歴年齢日時聞き取り場所個人

１０年１０年５２歳２０１０年１１月２２日高野川河川敷Ａさん

５年N/A５０歳代（推定）２０１０年１１月２６日鴨川河川敷Ｂさん

N/A２４年６０歳代前半（推定）２０１０年１１月２６日鴨川河川敷Ｃさん

７年７年６６歳２０１０年１１月２６日鴨川河川敷Ｄさん

N/AN/A５０歳代（推定）２０１０年１１月２６日鴨川河川敷Ｅさん

３年３年４０歳代（推定）２０１０年１２月２８日下京福祉事務所Ｆさん

８年２５年７０歳代（推定）２０１１年１月９日東本願寺前Ｇさん

５年今の場所では３年６０歳代（推定）２０１１年２月１０日鴨川河川敷Ｈさん

５年５年６３歳２０１０年１２月１５日西高瀬川河川敷Ｉさん

N/AN/A５０歳代半ば（推定）２０１０年１２月１５日西高瀬川河川敷Ｊさん

１年４年５０歳代前半（推定）２０１０年１２月１５日西高瀬川河川敷Ｋさん

N/A１０年弱６８歳２０１０年１２月１５日西高瀬川河川敷Ｌさん



年２月９日付朝刊）。筆者らは本稿第４章第５節で
「本来，『おとがめなし』のAさん，Bさんにも今後，
市民，関係者からプレッシャーがかかる可能性は高
い」と指摘し，本稿最後に「『監視や叱責，啓発のパト

ロール』から『相談の理解のための巡回相談』へと転
換，発展することを期待したい」と記したが，筆者ら
の期待とは真逆の事件が実際に起きてしまった。自ら
の不甲斐なさと悔しさを感じざるを得ない。
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表２　市聞き取りならびに福祉支援利用の有無と内容

市福祉支援利用の内容
市福祉支援
利用の有無

市聞き取り
調査の有無

個人

３年前に中央保護所１週間入所。歯の治療も。中央保護所も下京福祉事務
所もここからは遠い。パン券をもらいにいっても，ここに帰って来る頃に
は腹がまた減ってくるからヘタに動かない方がいい。

有無Ａさん

本当は世話になりたくないけど痛みで足腰が立たなくなったりするから月
に一回は医療券をもらう。

有有Ｂさん

自立支援センターは使ったことがない。自分で食っていけるから必要がな
かった。これからは，缶回収が禁止になるし違ってくるかもしれない。

無無Ｃさん

中央保護所や医療券の利用が何度かある。中央保護所は，体調がしんどく
なったときとか，お正月とかに利用してきた。

有無Ｄさん

医療券は利用したことがある。下京までもらいに行ってたまに使わせても
らってる。歯も，そろそろまたいかなあかん…。入れ歯作ってもらったの
が合わなくて困っているから。

有無Ｅさん

パンと牛乳はもらっている。デイサービスで週に一回シャワーと洗濯機を
利用＊１。宿泊施設は一日とかなら，使うかもしれないけど，一週間は住
んでいる小屋を留守にできない。あと，入る必要がない。

有無Ｆさん

風呂券とパン，牛乳は利用有無Ｇさん

医療券あとはパンと牛乳だけ。中央保護所は知らん人と寝るのが嫌だ。自
分もいびきがあるし。ソーシャル＊２は知り合いが入っとったから見たこ
とあるけど板で区切られとるだけだった。使ったことない。

有無Ｈさん

─無無Ｉさん

─無無Ｊさん

─無無Ｋさん

─無無Ｌさん

＊１　中央保護所内にあるシャワーと洗濯機。野宿者は週１回無料で利用できる。野宿をしている当事者団体
（みやび共の会）と支援団体（きょうと夜まわりの会）と市との折衝によって実現したもの。当事者団体が
自主的に管理運営。

＊２　ソーシャルホーム：京都市から民間企業に運営委託されている一時宿泊施設
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表３　野宿に至る経緯もしくは野宿前の就労経験

野宿に至る経緯もしくは野宿前の就労経験個人

これでもパソコンは多少使える。野宿になる１０年前までは，パチンコ屋の店長，水商売の店長を経験。Ａさん

以前は会社勤めで事務の仕事。神経痛で働けなくなり休職して会社に何年か待ってもらったが結局退
職。マンション生活の頃から空き缶回収を開始。家賃が払えなくなり野宿を開始。

Ｂさん

N/AＣさん

２０年ほどクリーニング関係の会社員だったがリストラにあう。Ｄさん

大工をして人も雇っていた 。うまくいかなくなり，妻，子どもに迷惑かけるので１人になって野宿
生活を開始。

Ｅさん

リーマンショック前まで派遣で働いていたが，年齢が上がると仕事が絞られ，自分に合う仕事を選べ
なくなった。パソコンを使えないと，単純肉体労働しかなくなってくる。

Ｆさん

空き缶回収をする前は日雇い労働に従事。Ｇさん

もともとは建設業で基層工事に従事。資格もあるが「今はその技術でやってるところはないんちゃう
か」とのこと。その後は，日雇い労働に従事。

Ｈさん

N/AＩさん

１８歳から友禅の染物の版をつくる職人。景気が悪くなり会社が倒産した際，さらに事故で腕を粉砕骨
折して職人の細かい仕事ができなくなった。さらに置き引きにもあい，全財産を失い野宿生活に。

Ｊさん

建設会社でマンション建設に従事。横浜ランドマークタワーのビル工事現場では現場リーダーも。正
社員ではあったが給料制ではなく出来高制。しかし上司と喧嘩し仕事をやめ，５年前に京都に来てか
らは１年間，産廃業者の●●産業など，いろいろな会社を短期間勤務。４年前から野宿生活。

Ｋさん

１０年近く野宿，小屋暮らし。空き缶回収の他，ガードマン，解体作業。近くのごみ処理工場から定期
的に仕事をもらっており生活が特に苦しいわけではないが収入が安定しないので部屋を借りることに
踏み切れないでいる。

Ｌさん
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表４　空き缶回収の状況と近隣との関係ならびに禁止条例への考え方
禁止の影響，禁止に対する考え方近隣との関係回収の状況，実際個人

禁止条例が出ても登録制にしてワッペンをもらっ
てアルミ缶を回収できたらいい。職安に行っても
すぐに仕事は見つからないんだからアルミ缶回収
はどうしても必要。登録制にしたら車でやってき
て道路占有許可証を持たずに無許可で路上に車を
置き，路上に缶やビンを広げて仕分けしている業
者を除外することができる。そうやって野宿者が
アルミ缶回収でしのぎながら就労支援してもらえ
たら。

アルミ缶を回収するのは，集積所じゃなくて，各
家々がもう家の前に袋にいれて置いておいてくれ
る。長いことやっているから向こうもこちらの顔
をわかるし，家の前に置いておいてくれるので，
それをもらっていく。こちらは，絶対に散らかし
たりしない。そんなことしたらもう二度ともらえ
なくなるから。逆に，車で来た業者が，いい品物
以外はみんなポイしていくから，散らかったのを
こちらが片付けるために，別の袋も持って行って
る。向こうは，散らかしても車ですーっと行っち
ゃえるけど，こちらは，自転車だし「おい，散ら
かしていくな！」って言われたら，こっちのせい
になっちゃう。だから，自分が散らかしてなくて
も，きちんと片付ける。長いことやっている人
は，みなそうだ。

アルミ缶回収いっぽんで生計を立てている。毎
週，水曜日と木曜日。以前は日雇いの建設仕事が
あったが，今はもうない。アルミ缶回収は，水曜
日は，岡崎くらいまで取りに行き，木曜日は花園
橋近辺まで取りに行く。北山通りより南は水曜日
がアルミ缶出しの日で，木曜日は北山通りより北
の地域が回収日だから。水曜日は，前の晩の夜中
に出て，昼頃まで集めて８０kgくらい。木曜日は，
午前３時頃から９時までやって３０kg取れたらい
いほう。いま１キロ９０円。金曜日の朝にまとめて
寄せ屋に持って行く。

Aさん

条例で禁止されても空き缶回収は続けます。条件
の良い仕事があるなら，仕事に就く。掃除は今ま
でもやったことがあるし土方でも何でもする。た
だ事務の仕事は過去に苦い経験があるから嫌。ハ
ローワークでは年齢制限や性別制限があって仕事
は見つからない。あっても，短時間で低賃金のあ
まり収入にならない仕事しかない。

ゴミ集積所から取るのではなく，家の前にスーパ
ーの袋とかに入れて出しておいてくれる家はかな
りある。そういう家は，月に一回，第何週の何曜
日とかが決まっていたり，いついつに取りきてと
直接言われたりしている。商店とか，商売人が多
い。

週に３日間。水曜日は洛北，木曜日は御所南，金
曜日は今出川から三条を回っている。健康だった
ときは一日に１００キロくらい，月に１０万円稼いで
いた頃もあったけど，今は足腰が痛くて収入が三
分の一位に減っていて，ほかに収入を得る方法も
ないし貯金もつきそう。貯金は空き缶集めとかし
ながら，３千円ずつとか貯めてきた。

Bさん

禁止されても空き缶は取ったらいいと思う。そこ
から市や住民との話し合いが始まる。京都市には
ゴミの仕分けなどの仕事を出してほしい。今は使
っている京都市の支援とかはない。自立支援セン
ターは使ったことがない。自分で食っていけるか
ら必要がなかった。しかし，これからは缶回収が
禁止になるし違ってくるかもしれない。

N/A週に三日空き缶の回収をやっている。冬は缶の量
が減る。最近，バイトを紹介されたのでしてい
る。その前にも，野宿をしながら，９年間続けた
仕事がある。野宿生活は２４年。そのうちに８年く
らい野宿しながら会社勤めをしていた時期もあ
る。

Cさん

今まで反対活動にも参加してきたけど，京都市
は，はなから話を聞いてくれていない感じがする
ね。直接市の人が話を聞きにきたことは１度もな
いし。支援している人達は色んな人が来てくれた
けど。

アルミ缶回収を禁止されてしまったら，住民の人
達と揉めるのも嫌だし自分は集めるのをやめよう
と思っている。自分は集積所から持って行ってい
るので，４月になったらいろいろと言われてしま
うと思うから。もう６６歳になったし，これを機に
生活保護を受けようと考えている。働いていると
きに厚生年金もかけていたし，アパートを借りて
落ち着いたら年金ももらいたい。働けるうちは，
誰かに頼らず生きていきたいと思ったから，こう
いう生活を続けてきた。今はもう年だし，働くよ
りはゆっくりしたい気持ちが強いけど，ずっと働
きたい気持ちは持っていたよ。

アルミ缶は週に三日集めている。水・木・金の３
日。一週間で１００キロ，１万円ほどの稼ぎになる。
自分は，●●という業者に持って行っている。１
キロ７５円で，１番安いようだけど，高いところは
ここから遠いので持ってくのは難しい。桂にある
●●が１番高くて１１０円ほどと聞いている。名神
高速のところの業者も値段が高いらしい。アルミ
缶は野宿するようになってから仲間がやっている
のを見ては７～８年前から始めた。野宿を始めた
ころは他の仕事もあった。手配師みたいな人がこ
こにきてね。やっぱり若いころはなんぼでも仕事
はある。でもこの年になると仕事はなかなかな
い。

Dさん

禁止条例が出ても，絶対に回収はやめない。交渉
にも何回も行ったけど，頭から相手にされていな
い。向こうからこっちに話を聞きに来たことも１
度もないし。禁止にしたら，泥棒をしたり，市の
建物にらくがきしたり，そんな奴がでてきてもお
かしくないと思う。とにかく，今までは黙認して
いたのに，話もちゃんと聞かずにいきなり取った
らだめだというのはおかしい。

上賀茂周辺で，アパートの管理人と契約をしてそ
こから出るアルミをもらっている。最近はアルミ
を集める人が増えたように感じるから，集積所か
ら集めたりしてたらなかなか簡単には集まらない
んじゃないか（以上，再掲）。確かに，夜中の騒音
とかは問題だと思う。うるさいやつも中にはい
る。自分は夏の夜は回らないようにしている。ど
の家も窓を開けて寝ていて，うるさくなると思う
から。野宿生活は，大工の経験活かして家も他の
人に比べたら立派なの持ってるし，近所の人とか
がたくさん差し入れ持ってきてくれるから困って
ない。畑とかも作っていろいろ栽培しているの
は，自分が食べるためじゃなくて助けてくれてい
る人達へのお礼。メロンなんかも作ってる。

　アルミ缶は週３日回収してるけど，月に５０００円
程度しか集めていない。上賀茂周辺で，アパート
の管理人と契約をしてそこから出るアルミをもら
っている。最近はアルミを集める人が増えたよう
に感じるから，集積所から集めたりしてたらなか
なか簡単には集まらないんじゃないか。自分は電
気関係の仕事もしているから収入の中でアルミの
割合は少ない。銅線を売ったりとか，そういう
の。
　どちらも●●に持って行っている。１キロ７５
円。○○は高いけど，あそこは大きい会社やし特
別や。あそこから仕事を紹介してもらっている仲
間もいるくらいやから。

Eさん

条例が実際に施行されるようになって，みないと
続けられるかどうかわからない。続けられそうな
ら続ける。

家の前に出してあって，明らかに持っていってい
いものは，持ってきます。

今はアルミ缶一本でほかに収入を得る仕事はして
いないです。三年ほど続けています。一週間で６０
キロくらい集めています。家の前に出してあっ
て，明らかに持っていっていいものは，持ってき
ます。缶集めを始めたのは，アルミの値が１６０円
以上していたからです。

Fさん

年金があるから年金で生活するかもしれません。
でも別に住んでいる家族の生活もあるし年金だけ
では足りないかもしれない。

N/A水木金とやっています。昔は土曜日もあったけ
ど，土曜日の回収範囲はほかの日に振り分けられ
た。今は，水曜日が市のごみ出し地域の範囲が一
番広い。木金は範囲が狭いから，ホームレス同士
でもめたりする。昔からやっている人と，新しく
来た人とで。週に一万五千円くらいの収入になり
ます。回収は自転車でやっています。伝票も出す
正規の寄せ屋まで持っていくのに，往復で二時間
くらいかかります。でも，ほかの寄せ屋はピンは
ねとかがするから。

Gさん

三月いっぱいで生活保護をとるつもりでいる。生
活できんもんね。
禁止されるのはしょうがないと言えばしょうがな
い。胸をはれる仕事ではないのは確かだし。生き
ていくためにやってることだし。もともとアルミ
を始めたのは，知り合いがやっとたから。

ゴミに出された缶だけではなく玄関の前に直接置
いてあるものはもらっていく。そういうのは集め
た缶全体の六分の一くらいになる。深夜にはやら
んようにしている。うるさいと言う人がいるし，
もっともやから。あとはとった後はきちんとする
な。タバコ代だけ稼いどるやつには，破ってその
ままのもいるけど。それと，トラックとかで持っ

木曜はやってへんから週に８千円くらいやな，寄
せ屋は天神川の●●に行ってる。あと●○も。住
んでるとこのすぐ近くにも寄せ屋はあるけど値段
が低いんだわ。７０円くらいや。●●までは自転車
で片道４０分くらいやな。水曜は●●の近くの地域
で拾っとる。冬は缶のとれる量が減るけど，人が
少ないから。空き缶拾ってるときに生保とか年金

Hさん
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ていって，抜いた後に閉めずにすててくのもいて
今回そういうのが問題になっとるのやろ。これま
で生保をとらなかったのは，まだなんとかなるか
ら必要なかったし自分で何とかできていたから。
条例ができて生保をとることにしたのは，袋が変
わったときも住民ともめたけど，住民ともめるの
がいやだから。なんか言われても「すいません」
って言って謝るけど，そうしないと続けられんか
ら。条例できてから，住民から勘違いで「あかん
やろ」といってくる人もおるけど，「施行は四月
からですよ」っていうと「そうなんか」と言って
る。

もらいながらやっとる人もぎょうさんいるけどタ
バコ代もあがっとるからな。そういう人のなかに
は，もともと野宿しとった人もおるし，中国のひ
ともいるわ。結局，日本語しゃべれんと仕事でき
んからな。アルミを始めて五年くらいになるな。
その前は日雇の仕事をやっとったけど。２００８年オ
リンピックのときがアルミの値段が高くって，
１８０円とか２００円してた。リーマンショックの後，
がーんと落ちたけど，それでも止めなかったの
は，食っていけんから。これしかないからね。

弱いものいじめだと思う。禁止条例が出てもアル
ミ缶をとらないと生きていけないから回収し続け
る。（＊１０月の訪問では「今までは生活保護など
を考えていなかったが今回の条例が可決されると
生活できなくなるので生活保護を考えている」。
１１月の訪問では「犯罪者になっても続ける」と語
られ，心が揺れている状況がうかがえた。）

アルミ缶は，集積所だけではなく，家の前の置い
ておいてくれるのを持っていく。長いことやって
いるので，顔なじみになっている。しかし，やは
り集積所からアルミ缶をもらっていく方が多い。
もらうとき，散らからないようにするし，散らか
ったら掃除もする。
　昨年頃から，トラックで集積所のアルミ缶をと
っていく人が増えた。水曜日回収の日に袋毎どさ
っと持っていって，その袋からアルミ缶だけ抜き
取り，残ったものを木曜日回収の集積所に放って
おく。散らかし放題のところもあった。アルミ缶
を集積所からもらっていくときも掃除はきちんと
し，河川敷のテント生活を送るに際しても，近隣
の人に迷惑を掛けないように生活している。
（追記）河川敷や川の中への不法投棄された物品
の片付けもしている。糖尿の持病があるが，真冬
にも関わらず「ほっておくとゴミが増えるから，
今のうちに片づけておく」と言って，川に入って
不法投棄のものを片付け，川の清掃活動をしてい
た。

アルミ缶回収が唯一の生計手段。１１月は８月，９
月に比べてアルミ缶が各家庭から出される量が１
/３になる。年末年始はまた少し増えてくる。ア
サヒスーパードライの缶が１個当たりの重量，一
番重い。しかし景気が悪いから第２，第３ビール
の缶が増えている。

Iさん

とにかく困る。生きて行けない。どうにかしてほ
しい。

（再掲）アルミ缶回収は集積所だけでなく，近所
の人からもらったり，家の前に置いてくれたりし
ているものを集めている。しかし，生計を立てる
には，集積所のアルミ缶をもらうのがメイン。近
所の人はくれたりくれなかったり，置いてあった
り置いてなかったり不確定な場合もあるので。

時々，中央市場の仕事を手伝ったり，仕出し屋を
手伝ったりという仕事があるが，確実に入って来
る現金収入としては，アルミ缶回収がメイン。ア
ルミ缶回収は集積所だけでなく，近所の人からも
らったり，家の前に置いてくれたりしているもの
を集めている。しかし，生計を立てるには，集積
所のアルミ缶をもらうのがメイン。近所の人はく
れたりくれなかったり，置いてあったり置いてな
かったり不確定な場合もあるので。

Jさん

条例で禁止されたらもう回収できない。最近，河
川敷を回って来た支援グループの人に生活保護を
勧められたので，申請しようと思っている。

N/Aたまたま河川敷に散歩に来ていた近所の建設会社
の社長と仲良くなり，小屋暮らしを続けながら，
溶接の手伝い仕事を行い収入を得ていた。しか
し，その会社の経営も難しくなり（倒産），昨年１０
月からアルミ缶回収をはじめた

Kさん

弱い者いじめ。近所の犬を散歩に来る人たちや近隣の人と仲が良
く，散歩のついでに直接アルミ缶を持って来てく
れたり，食べ物を持って来てくれたりするという
交流がある。近隣の人の話によると，夜中に男性
７人くらいに追われていた女の子を一人で棒を持
って立ち向かい助けてあげたことがあるらしい。
そのことがきっかけで，近隣の人たちは彼のこと
を信頼していた。
　（追記）２０１１年１月末に土手で足を滑らせ下に
落ち，頭を打撲し，２日後に死亡。落ちたところ
には，花束，缶コーヒーなどがお供えされてい
た。また，小屋のところには死亡したことを知ら
ない人たちが空き缶を置いて行ったらしく，たく
さん置かれていた。こういったことからも彼が近
隣の人から好意的に受け止められていたことがわ
かる。

１０年近く野宿生活を送っている。小屋暮らしで，
アルミ缶回収の他，ガードマン，解体作業をして
いる。近くのごみ処理工場から定期的に仕事をも
らっており，生活が特に苦しいわけではないが，
収入が安定しないので部屋を借りることに踏み切
れない。

Lさん



註・参考文献
４１） 本聞き取り調査は「立命館大学研究倫理指針」

に則り，調査対象者の同意を得て実施され，本号
での公表に至っている。

４２） 西高瀬川での聞き取り調査は，中村尚司先生，
大石洋史氏（当時，課長。現，学生部次長），そし
てコーディネーターである竹田純子氏をはじめと
する龍谷大学ボランティア・NPO活動センター
とNPO法人JIPPOによる毎月３回（西高瀬川に
１日，東高瀬川と山科川に２日），河川敷で小屋
を建てて生活している野宿者への交流訪問に同道
させていただき，実施したものである。龍谷大学
ボランティア・NPO活動センターと NPO法人
JIPPOのみなさんから貴重な学びの機会をいただ
いたことに改めて感謝申し上げる。

４３） 京都市は，そもそも高野川，西高瀬川で聞き取
り調査を実施していない。

４４） 西高瀬川河川敷に居住する４名全員が市の福祉
的支援を受けたことがないのは，そもそも支援策
リソースにアクセスするには距離がありすぎる，
あるいは支援策そのものを知り得ていないことが
推測される。また，京都市担当者も，西高瀬川の
入り組んだ河川敷に点在する野宿者の存在を把握
しきれていない可能性が高い。

４５） 例えば，西高瀬川で話を聴いたJさんは，もと
もとは１８歳から友禅染物の版を作る職人さんだっ
た。景気が悪くなり会社がつぶれたときに，さら
に事故で腕を粉砕骨折して，職人の細かい仕事が
できなくなった。そんな時に置き引きにあい，全
財産を失い，現在の野宿生活に至った。医師から
は腕は一生上にあげたりできないと言われたが，
現在はほぼ自由に動かすことが出来ている。そし
て，河川敷の橋の下に，立派な小屋を建てられて
いて，小屋の隣を開墾し，本格的な畑を作ってい
る。土作りに１年かけたそうだ。何種類もの野菜
を作り，その野菜とアルミ缶拾いの収入で生活し
ている。小屋が立派なだけでなく，野菜の仕分け
や，道具の仕分けなど，整理整頓が見事になされ
ている。家も断熱構造になっていて，風の通り道
などもしっかり計算して作っている。

４６） Eさんの「野宿を始めたころは他の仕事もあっ
た。手配師みたいな人がここにきてね」という発

言，Kさんの「たまたま河川敷に散歩に来ていた
近所の建設会社の社長と仲良くなり，小屋暮らし
を続けながら，溶接の手伝い仕事を行い収入を得
ていた。しかし，その会社の経営も難しくなり
（倒産），昨年１０月からアルミ缶回収をはじめた」
という話から，アルミ缶回収以外にも野宿生活を
支える就労の機会が以前にはあったと思われる。

４７） 脚注４１にも記したように，毎月１回，龍谷大学
ボランティア・NPO活動センターと NPO法人
JIPPOのメンバーや学生達が西高瀬川沿いに小屋
を建てて野宿生活を送る人々を訪問し，交流を続
けている。訪問する側，訪問される野宿者の側，
双方に信頼関係が築かれており，その信頼関係の
中で，同センターならびに同NPO法人のスタッ
フに漏らされたIさんの心境である。

４８） Bさんは「ハローワークでは年齢制限や性別制
限があって仕事は見つからない。あっても，短時
間で低賃金のあまり収入にならない仕事しかな
い」という問題点を指摘している。

４９） 民主党A議員の質問に答える環境政策局長の
「例えば独自に資源物を回収されて，それをリサ
イクルに持って行かれるということ自体は，この
条例改正案が禁止している部分からは少し外れる
ということになります。もちろんこの条例改正案
は，資源物の袋，有料の手数料の袋から抜き去っ
ていく行為自体を禁止するということでございま
す（後略）」という発言（２０１０年１０月２１日第１２回く
らし環境委員会議事録６６頁より引用）。

５０） Iさんは「河川敷のテント生活を送るに際して
も，近隣の人に迷惑を掛けないように生活してい
る」と語っており，河川敷や川の中への不法投棄
された物品の片付けをしている。Iさんには糖尿
の持病があるが，筆者らの訪問時，真冬にも関わ
らず「ほっておくとゴミが増えるから，今のうち
に片づけておく」と言い，川に入って不法投棄さ
れたものを片付け，清掃活動をしていた。

５１） Lさんが亡くなったことを知らせてくれた龍谷
大学ボランティア・NPO活動センターコーディ
ネーターの竹田純子氏から以下の手紙をいただい
た。「野宿者との向き合い方」「他者との向き合い
方」について大切なことが書かれており竹田さん
ご本人の了解を得てここに再掲する。「出会いは
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一期一会だと改めて思います。この２月（引用者
註：２０１１年）にLさんの小屋を再訪した際，花束
が置かれていたのでびっくりしていたら，近隣の
人がわざわざ寒い中外に出て，私達にLさんが亡
くなった話をしに来てくれました。Lさんは本当
に近隣の人たちから好意的に受け入れられている
と思いました。しかし，このLさんのように，近
隣の人たちと良好な関係を結んでいる人も数人い
ますが，河川敷でテント小屋生活をしている人の
中には，人間関係を作るのが苦手な人も多く感じ
られます。行政スタッフの方々には，実際に，河
川敷でテント小屋生活をしている人たちや，アル
ミ缶回収を生活の糧にしている人たちの話を直接
聞いてもらいたいです。しかし，当たり前の話で
すが，行政の人が聞きとりに行っても，１回くら
いではなかなか本音を聞けないだろうと思います。
だから，一回会っただけで納得せず何回も通って
ほしいです。一生懸命，周りに気を使いながら生
きているテント小屋暮らしの人たち，アルミ缶回
収をしている人たちをまず受け止めてほしいので
す。あの厳しい状況の中で，前を向いて，たくま
しく生きているテント小屋暮らしの人たちは尊敬
に値すると思っています。Lさんは，近隣の人た
ちにホンマに受け入れられていたんだなぁと思い
ます。悔しくてなりません。自分の無力さを痛感
します」

５２） しかし，その制度そのものを改悪しようとする
動きが強まっている。生活保護受給者が毎年，過
去最高を更新し続ける昨今，２０１２年４月の人気お
笑い芸能人の母親による生活保護受給を契機とし
て，生活保護受給ならびに法そのものに対するバ
ッシングが増大した。生活保護基準の引き下げや
要件厳格化が国会でも議論されるようになり，つ
いに，第１８６国会（２０１３年１月２６日─６月２６日）に
おいて，生活保護法の一部「改正」が衆議院本議
会では可決された。例えば，「扶養照会が３親等
まで行われる」などの扶養照会の厳格化などによ
り，これまでも家族に迷惑をかけたくないと思っ
て生活保護をためらってきた野宿者にとっては，
さらに申請のハードルがあがること，また，申請
時に，資産を調査するために通帳などの提出を求
められることになり，野宿している間に紛失して

しまっている人への対応が懸念されていた。あま
りにも問題点が多く，例えば，日本弁護士連合会
は，①違法な「水際作戦」を合法化する，②保護
申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼすという２
点から，２０１３年５月１７日付けで「生活保護の利用
を妨げる『生活保護法の一部を改正する法律案』
の廃案を求める緊急会長声明」が発表されていた。

５３） ２０１０年９月１７日第１０回くらし環境委員会におけ
る共産党N議員からの指摘（同委員会議事録４７
頁）。

５４） 環境省による「平成２２年度一般廃棄物の再生利
用・適正処理に関する実態調査業務報告書」（全
国市町村対象のアンケート調査）では「不要品回
収業者に関する調査」結果も報告されており「不
要品業者の実態の把握は難しい」という主旨のコ
メントが付されている（同報告書３０頁）。不要品
回収業者は，昼間，車両でアナウンスメントをし
ながら近隣をまわり対面交渉によって不要品を回
収する業者で，禁止条例を巡って議論されている
「悪質な業者」とは，その活動形態も活動様式も
異なる。「悪質な業者」の実態把握の方が，さら
に困難であることが予想される。

５５） 筆者らのメンバーは，「夜まわり」をはじめと
する様々な野宿者支援活動や野宿者への「聞き取
り調査」の経験を長年に渡って継続してきた。し
かし，それでも，今でも野宿者と対面するときに
は，「話をさせてもらえるかどうか，話を聴いて
もらえるかどうか，話を聴かせてもらえるかどう
か」「自分に話を聴かせてもらえる資格があるの
かどうか」逡巡もするし，緊張もする。今回の
「聞き取り調査」の実施に際しても，この聞き取
りの目的は何なのか？何を何のために聴くのか？
聴いたことをどう活かすのか？についてメンバー
間で長い討論を重ねた。

５６） 永橋（２００３）「大阪市長居公園内仮設一時避難
所施策の検証を通じた総合的公園マネジメントの
考察」では，長居公園からの野宿者の退去を促す
役割を担った大阪市職員の中にあっても，公園の
運営や維持管理という自らの職能を超え，医療・
福祉の領域まで分け入って行動し，野宿者からの
信頼を得て，より根本的な解決へと近づけていっ
た市職員の姿が紹介されている。
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５７） 保健福祉局生活福祉部長は「飽くまでも居宅へ
の移行を御説明し続けるということしか，現実問
題としてはなかなか具体的な手立てとして見出せ
ない」と答弁し，行政福祉対応の限界を吐露して
いる。しかし，この答弁を受けたT議員はこの後
「もし空き缶で生活ができなくなれば，皆さんの
対応によっては，例えば中央保護所に入っていた
だく，そしてそこで食事をきちっとできる，そし
て就職で自立してもらうためにも色々アドバイス
ができるという，今，皆さんとやり取りをしてそ
ういう気がしたんですけれども，（中略）今，話を
お聞きしていると，そういう方については，空き
缶で生活はしたいけれども，行政の中の対応で十
分救済できて救えるんではないだろうかと思う」
（同委員会議事録５６頁）と述べ，アルミ缶回収禁
止によって生活の糧が断たれても，野宿者，生活
困窮者に対しては京都市の福祉施策で十分対応で
きると結論づけている。禁止条例に対して，「実
態調査は，もっと早くから丁寧にするべきだっ
た」「福祉の対応はどうなっているか？」等の見
識ある質問をしてきたT議員が，「市による福祉
対応はしっかりとできているので条例は可決すべ
き」という姿勢を打ち出す瞬間がこの質疑応答に
現れている。

５８） なお，京都市担当者が繰り返す「福祉施策につ
いて野宿者に周知する」という答弁ならびに姿勢
については，与野党問わず多くの議員から再三に
渡って批判が展開された。

　　（民主党K議員）「自立支援の政策を京都市として
頑張ってやっているということですが，逆に，ど
れだけそれができているかという問題がここの中
にあるという風に思うんですね。本当にきちっと
できているならば，今現在，ホームレスの人々が
こういうような状態で，仕事と言いますか，空き
缶を収集せざるを得ないという状態は解消されて
いるはずですわ。それができてないという所に問
題があると私たちは思っているんですね。（中略）
環境政策局サイドからしても，やっぱり人権を守
っていくということから考えますと，今，それは
保健福祉局の方で一生懸命やっておられるという
風には言われましても，そのことをどれだけ深く
認識をし，あるいは理解をし，現実の状況がどう

いう所まで至っているかということの把握が皆さ
ん方の中にどれだけあるのかなと，私はちょっと
疑問に思いますね，率直なところ」（２０１０年９月
１７日京都市会第１０回くらし環境委員会議事録４９-
５０頁），（公明党H議員）「この間から予算が付い
て，そういうプログラムがスタートしているにも
かかわらず，一方でホームレスの方から，このア
ルミ缶の禁止条例が出てくると生活に困るんだと
いう声が上がるということは，その自立支援のメ
ニューがメニューとしてはあるけれども，なかな
かその方々に受け入れられていないということで
すよね」（同上５５頁），（民主党A議員）「路上生活
が長期化をしているといったような課題がずっと
この前の委員会等でも指摘されている中で，福祉
施策があること，どんな種類のものがあるかとい
うのを全く知りませんでしたという方はやっぱり
少なかった。初めからそれは分かっていたことだ
と思うんですが，じゃ，なぜその福祉施策が受け
られないのか，なぜそれが受け入れてもらえない
のかという行政側の課題というものを洗い出すた
めの調査をしてもらえるのかなと思っていました
ので，正直，もう少し突き詰めた調査をしていた
だきたかったなというのが感想です」（２０１０年１０
月２１日京都市会第１２回くらし環境委員会議事録６２
頁）。

５９） ２０１０年１０月２１日京都市会第１２回くらし環境委員
会で保健福祉局長は「私としましてはホームレス
ゼロを目指して全力で取り組むという決意でござ
います」と答弁している。この言説が，ただ単に，
「視覚で確認できるホームレス状態（例えば河川
敷での小屋生活，路上での段ボール生活）を無き
ものにする」ということではなく，そもそもホー
ムレス状態に陥ることのないような社会システム
や社会施策の構築に努力するという意味であって
欲しいと願う。いまホームレス状態にある人々の
状況や存在を，上からの視線で一方向的に「あっ
てはならないもの」として決めつける姿勢ではな
く，ホームレス状態にある人の存在，努力，尊厳
を謙虚に「承認する」姿勢がまず必要ではないだ
ろうか。「承認」の重要性については，阿部彩『弱
者の居場所がない社会』（講談社現代新書，２０１１）
１８０頁，そしてそこで紹介されている斎藤純一に
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よる「他者を自律的な存在者足り得るものとして
尊敬する」という定義（宮本太郎編『自由への問
い２社会保障─セキュリティの構造転換へ』（岩
波書店，２０１０）を参照のこと。

６０） 「ホームレスに対する支援施策について，ホー
ムレス能力活用推進事業を創設することは評価で
きる。当該事業の早期実施に努めるとともに，自
立支援センターや中央保護書の十分な定員確保や
訪問相談事業の拡充など，自立生活支援を一層充
実すること。また，ホームレスに対する支援施策
の取り組み成果について，聞き取り調査を含め定
期的に状況調査を行い，議会及び市民に報告する
こと」（公明党「議第９２号に対する付帯決議
（案）」）京都市会くらし環境委員会資料より。な
お，下線部は引用者による。

６１） ２０１１年３月から実施された「ホームレス能力活
用推進事業」は，京都市会与野党議員からの批判，
野宿当事者，野宿支援団体，法曹関係者，一般市
民が参加した反対運動の大きさを踏まえて，京都
市長が２０１０年１０月２０日に発表したもので，その概
要は，企業から野宿者向けの就業の機会を提供し
てもらい，緊急一時宿泊事業として指定されてい
る施設に入所している人を対象にして仕事を紹介
するというものだ。ただし，利用が緊急一時宿泊
施設の入所期限期間中に限定されているため，野
宿生活を継続しながら空き缶回収を生活の糧とし
てきた人にとっては，例えばこれまで維持してき
た小屋等をたたむ必要があり，ハードルが高い。
「施設に入らなくても利用できるなら」という声
や，「生活保護を取ってからやることがないし，
ハローワークでは仕事が見つからないから，生活
保護を受給中でも使えるようにして欲しい」とい
う声も筆者らの聞き取り調査の中で出されていた。

６２） ２０１０年１０月２１日京都市会第１２回くらし環境委員
会では，循環型社会推進部長から以下の報告がな
されている。「今，コミュニティ制度というお話
がありましたけれど，これは地域の自治会とか学
校の子供会とか，そういった方たちが皆集め合っ
て，そして回収業者に渡す。これは民民という形

でやっていただいているという状況です。今回そ
ういったお話につきましては，我々としては，コ
ミュニティ回収じゃなくて独自に回収できる仕組
み，そういった部分は色々な御要望もこれまで聞
いておりますし，そういった状況の中で，我々も
色々審議していただいた以降も継続して，いろん
な支援団体とか，色々なそういう取り組んでいる
団体さんにも声掛けをして，投げ掛けして，そう
いった取組をできないかというお話もさせていた
だいているという状況でございます。その中で
我々として何がサポートできるのかという部分で
のお話をしています。」（同委員会議事録６５頁）

６３） 平成２３年度（平成２２年度分）京都市事業評価表
「資源物の持去り禁止」http://www.city.kyoto.jp/
 somu/gyokaku/hyouka/siryo/h23/ link02/

 1030120. pdf（最終閲覧日：２０１３年１月１０日）なら
びに平成２４年度（平成２３年度分）京都市事業評価
表「資源物の持去り禁止等啓発パトロール（資源
物の持去り禁止）」http://www. city.kyoto.jp/somu/
 gyokaku/hyouka/siryo/ h24/link09/ 1030120. pdf

（最終閲覧日：２０１３年１月１０日）を参照。
６４） このパトロールの実態と効果についても，情報

公開請求資料からの分析をさらに進めて，稿を改
めて考察したい。

６５） 「ホームレス訪問相談事業」については平成２３
年度（平成２２年度分）京都市事務事業評価票http://
 www.city.kyoto.jp/somu/gyokaku/ hyouka/ siryo/

 h23/link02/2202053.pdf（最終閲覧日：２０１３年１
月１０日）を参照。なお平成２４年度（平成２３年度分）
に関しては，京都市事務事業評価表では「ホーム
レス自立支援事業」の名の下に「ホームレス訪問
相談事業」をはじめとする様々な支援事業が一括
りにされて掲載されており，各事業の詳細につい
て把握することができない。ただし支援事業の
「今後の方向性」については，平成２５年２月の平
成２５年度予算案公表時に記載・公表される予定と
のこと。http:// www.city.kyoto.jp/somu/ gyokaku/
 hyouka/ siryo/h24/link09/2202010.pdf（最終閲覧
日：２０１３年１月１０日）。
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Abstract : In this article, we deal with a controversial amendment of an ordinance for waste reduction 
promotion and proper disposal, which bans carrying away recyclable cans from paid designated garbage 

bags in Kyoto, and assess what kind of impact the ban would have on homeless people’s everyday life, how 

they recognize the threat from the ban, and how they collect recyclable cans with what kinds of 

relationships within the neighborhood, by interviewing 12 homeless people living in small tents on river 

banks. It became clear that most of the 12 homeless people have recognized relationships within the 

neighborhood as very important for collecting cans, and most have reacted sharply against the city 

government’s too one-sided ban against collecting cans, made without trying to know and understand the 

circumstances of homeless people’s life and social relationships. And we also reanalyze how this one-sided 

approach appears in the discourse of discussion between the city officers and the council members. It 

seems very important that the city government should commit efforts and energy to understand deeply the 

circumstances and feelings of homeless people by listening to them with respect in the case that the 

government enforces a regulation like this ban, which exerts a significant influence on homeless people’s 

right to life. We also raise our vision and expectation that the city government could implement some of the 

above proposals as its administrative measures.

Keywords : recyclable cans, prohibition of carrying away, paid designated garbage bag, waste reduction, 
homeless people, anti-poverty, neighborhood residents, job assistance, public assistance
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